
自治会町内会長 様 

地区連合自治会町内会長 様 

南区長 

令和７年度改選 委嘱委員の推薦について（依頼） 

 

 日頃から、区政の推進に格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、現在各地域で御活躍いただいております次の委嘱委員の方々の任期が、令和７年３月 31日

をもって満了となります。 

 つきましては、新たな候補者の推薦について御協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

委嘱委員 スポーツ 

推進委員 

環境事業 

推進委員 

保健活動 

推進員 

明るい選挙 

推進員 

消費生活 

推進員 

任期 ２年（令和７年４月１日から令和９年３月 31日） 

推薦人数 地域の実情に応

じた必要人数 

 

原則自治会町内

会で１人 

（地域の実情に

応じて柔軟に対

応いたします） 

各自治会町内会

から１名を目安

とし、加入世帯

数が概ね 250を

超えるごとに更

に１名の追加推

薦（推薦依頼人

数は、「保健活動

推進員候補者推

薦書」を参照） 

自治会町内会で

１名以上 

※現在推進員の

方の再任も可能

です。 

地区連合町内会

から１名 

 

提出先 
地域振興課地域活動係 

提出方法 １．郵送   ２．電子申請システム  ３．区役所窓口 

※詳細は、別紙資料３、４をご覧ください。 

提出期限 令和７年２月 21日（金） 

問い合わ

せ先 

各委員については、各委員所管課にお問い合わせください。 

地域振興課 

区民活動推進係 

電話 341-1237 

担当 図子 

資源循環局 

南事務所 

電話 741-3077 

担当 古山 

福祉保健課 

健康づくり係 

電話 341－1185 

担当 坪内、生方 

総務課 

統計選挙係 

電話 341-1227 

担当 小川、三浦 

地域振興課 

地域活動係 

電話 341-1235 

担当 稲垣 

詳細資料 委員ごとに資料あり 

書類

番号 
８ 

区 連 会 1 1 月 定 例 会 資 料 

令 和 ６ 年 1 1 月 2 0 日 

南 区 地 域 振 興 課 



＜別紙＞ 

・資料 1  令和７年度改選 委嘱委員一覧 

・資料２ 委嘱委員推薦書 

・資料３ 委嘱委員推薦手続きの申請方法 

・資料４ 電子申請システムでの委嘱委員推薦手続きについて 

・資料５ よくある質問 

 

 

  南区役所地域振興課地域活動係 

担当：堀、鈴木 

電話：341-1235 



令和７年度改選 委嘱委員一覧 

  委嘱委員名 スポーツ推進委員 環境事業推進委員 

所管課 にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課 資源循環局街の美化推進課 

任期 ２年 ２年 

委嘱期間 令和７年４月１日から令和９年３月 31日 令和７年４月１日から令和９年３月 31日 

主な職務 

 

※詳細は各委員の資料

をご確認ください 

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係わる連絡調整及び協力を

行うこと。 

(2) スポーツの実技の指導及び助言を行うこと。 

(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成及び充実を図ること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、スポーツ推進のための指導及び助言

を行うこと。 

(1) 街の美化の推進に向けた、地域清掃や美化キャンペーン 

(2) 地域イベント等での３Ｒ行動の啓発 

(3) ごみ集積場所での分別排出やごみ出しマナーの啓発 

(4) 地域と行政機関との連絡調整や情報提供 

推薦人数 地域の実情に応じた必要人数 

（自治会町内会または地区連合町内会からの推薦） 

原則自治会町内会で１人 

（地域の実情に応じて柔軟に対応いたします） 

推薦基準 (1) 18 歳以上の横浜市在住の方 

(2) 委嘱時（令和７年４月１日現在）に、新任の場合は原則 65 歳未満

の方、再任の場合は原則 70 歳未満の方 

(3) 社会的信望があり、スポーツに深い関心と理解がある方 

(4) 地域などで、熱意をもってスポーツ大会や各種スポーツ教室の企

画・運営をし、指導・助言のできる方 

(5) スポーツ活動・行事に積極的に参加できる方 

(1) 自治会・町内会等と緊密な連携をとれる方 

(2) 推進委員の職務に関心のある方 

 

年齢要件（上限） 新任 65歳未満、再任 70歳未満 なし 

資料１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

委嘱委員名 保健活動推進員 明るい選挙推進員 

所管課 健康福祉局健康推進課 選挙管理委員会事務局調査課 

任期 ２年 ２年 

委嘱期間 令和７年４月１日から令和９年３月 31日 令和７年４月１日から令和９年３月 31日 

主な職務 

 

※詳細は各委員の資料を

ご確認ください 

特色に応じた健康づくりの推進 

(1) 健康づくり活動の企画・実践 

(2) 区役所等の健康づくり事業への協力 

(3) 介護予防、高齢者支援や子育て支援など、地域の実状にあわせた活

動の展開 

(1)平常時及び各種選挙時における選挙啓発活動 

(2)選挙啓発に関する各種事業への参加 

(3)選挙事務への従事及び地域における投票制度の広報の実施 

推薦人数 自治会町内会で１名以上を基本とし、地域の実情に応じた必要人数。 

南区では、各自治会町内会から１名を目安とし、加入世帯数が概ね 250

を超えるごとに更に１名の追加推薦をお願いしています。 

自治会町内会で１名以上 

推薦基準 (1) 健康づくりに関心があり、地域で健康づくり活動を実施する意欲が

ある方。 

(2) 任期の２年間を通して活動ができる方。 

(3) 地域の各種団体・機関や住民と連携し、自主的に活動ができる方。 

(4) 福祉保健センターが実施する健康づくり関係事業に、積極的に参画

できる方。 

(5) 委嘱日（令和和７年４月１日現在）に、原則 78 歳未満の方。 

(1)明るい選挙推進運動の趣旨をご理解いただける方。 

(2)上記の活動等に積極的に参加できる方。 

年齢要件（上限） 原則 78歳未満 なし 



 委嘱委員名 消費生活推進員 

所管課 経済局消費経済課 

任期 ２年 

委嘱期間 令和７年４月１日から令和９年３月 31日 

主な職務 

 

※詳細は各委員の資料を

ご確認ください 

１．消費生活に関する知識・情報の地域への普及啓発 

(1)消費者被害未然防止・拡大防止等、消費生活に関する啓発講座等の

開催 

(2)地域の見守り活動への参加 

(3)環境に配慮した購買行動の促進 

(4)情報紙の発行・回覧、パネル展示等の広報活動 

ほか 

推薦人数 地区連合町内会から１名 

推薦基準 令和７年４月１日現在、18歳以上で、「市民の安全で快適な消費生活の

推進」に熱意のある方。 

年齢要件（上限） なし 



                         提出日  令和  年  月  日 

 

委嘱委員推薦書 提出確認票 
 

 

 

 自治会町内会名                
 

                        提出者氏名                  

                       連絡先（TEL               ） 
                                              会長と提出者が異なる場合のみ連絡先のご記入をお願いします。 

 

 

推薦書を提出する委員について、提出する推薦書の枚数を記載してください。 

区役所（地域振興課）への提出時に、推薦書とあわせてご提出をお願いします。 
 

 

 

 

スポーツ推進委員       枚 

 

 

環境事業推進委員       枚 

 

 

保健活動推進員        枚 

 

 

明るい選挙推進員       枚 

 

 

消費生活推進員※       枚 

 （※地区連合のみ） 
 

 
  

資料２ 



スポーツ推進委員候補者推薦書 
 

令和   年  月  日 

区長 
 

（推薦者職氏名） 
 

 自治会町内会名                
 

 自治会町内会長名               
 

 連絡先（TEL）                  
 
 

 （フリガナ）  

 
   氏 名  

再任・新任の別 推薦日までの勤続年数（再任者のみ） 推薦年度の４月１日現在の年齢 

 
再任・新任 

 
  年   月       歳 

住   所 電話番号 

 〒 

     区 

（自宅） 

（携帯） 

Ｅメール※   

スポーツ・レクリエーションに関する資格・特技 ※ 

スポーツ推進委員活動において参考となる資格・特技がございましたら、ご記入ください。  

 

※欄は任意です 

 

被推薦者（推薦を受ける者）の同意及び推薦内容の本人確認について 

 推薦をされる際には、被推薦者に説明を行い、同意を得ていただきますようお願いしま
す。同意を得られましたら、以下のチェック欄に「レ点」をご記入ください。 

 
□ 推薦にあたり、氏名等推薦内容は、被推薦者の同意・確認を得ています。 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市個人情報の保護に関する条例に基づき、収集した個人情報は、委員相互の連絡、委嘱委員所管課における共

有および連絡調整等に利用し、本人の同意なく利用目的以外には利用しません。 

 

 



第 35 期横浜市スポーツ推進委員の推薦について 

１ 趣旨 
  横浜市のスポーツ振興のため、スポーツ基本法及び横浜市スポーツ推進委員規

則に基づき、スポーツ推進委員を委嘱しておりますが、現在委嘱しているスポーツ

推進委員の方々は、令和７年３月 31 日をもちまして任期満了となります。 

そこで、新たにスポーツ推進委員を委嘱するため、各自治会町内会に推薦を依頼

します。 

２ 任期（委嘱期間） 

２年間（令和７年４月１日～令和９年３月 31 日） 

３ 職務（横浜市スポーツ推進委員規則 第２条 抜粋） 

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係わる連絡調整及び協力を行うこと。

(2) スポーツの実技の指導及び助言を行うこと。

(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成及び拡充を図ること。

(4) 前３号に掲げるもののほか、スポーツ推進のための指導及び助言を行うこと。 

４ 推薦方法及び人員 

自治会・町内会の数、世帯数等を勘案して、自治会町内会または地区連合町内会 

で協議の上、地域の実情に応じた人数を推薦してください。 

ただし、地域活動に支障がないよう、自治会活動に必要な人数を選出ください。

（人数調整が必要な場合は、地区連合町内会、各地区スポーツ推進委員連絡協議会

会長等とご相談ください。） 

また、スポーツ推進委員の地区会長や個人のスポーツ推進委員にも担い手探しを

依頼できる仕組みとして、紹介シート（「横浜市スポーツ推進委員推薦候補者の紹

介について（依頼）」）を御用意しましたので、ぜひ御活用ください。 

５ 推薦基準 

次の要件を満たす方を推薦してください。 

※若い世代や女性の推薦について御配慮いただけますと幸いです。

(1) 18 歳以上の横浜市在住の方

(2) 委嘱時（令和７年４月１日現在）に、新任の場合は原則 65 歳未満の方、再任

の場合は原則 70 歳未満の方

(3) 社会的信望があり、スポーツに深い関心と理解がある方

(4) 地域などで、熱意をもってスポーツ大会や各種スポーツ教室の企画・運営をし、

指導・助言のできる方

(5) スポーツ活動・行事に積極的に参加できる方

裏面あり 



６ 提出書類 

横浜市スポーツ推進委員候補者推薦書（第１号様式） 

７ 配布資料 

(1) 横浜市スポーツ推進委員候補者推薦書（第１号様式）

(2) 横浜市スポーツ推進委員チラシ

(3) 横浜市スポーツ推進委員の職務概要

(4) 紹介シート（「横浜市スポーツ推進委員推薦候補者の紹介について（依頼）」）



横浜市を代表する大きなイベントから、
地域に根差した地元のイベントまで、さまざまな場で活躍中！ 

世界トライアスロン横浜大会
コースの設営・撤去、沿道整備などに携わっています！

横浜マラソン
参加者の誘導や警備
などで活躍しています！

さまざまな研修の機会
救命救急講習会、モルック、ボッチャ
など競技の審判講習会も！

夏祭りでの屋台出店
スポーツ以外のイベントも！

小学生スポーツ
フェスティバル

あなたも
やってみませんか？



・地域スポーツ推進のため、地域で選出
され、市長から 2 年の任期で委嘱されて
活動しています。

・スポーツイベントや大会の企画・運営を
行っています。

・勤続年数の長さや活動実績
によって表彰されます。

 

スポーツ推進委員
（スポ推）とは？

・横浜市では約 2,500 人の
とても多くのスポ推が活躍
しています。

・スポーツ経験の有無、障害の
有無問わず誰でも
なれます！

横浜市のスポ推は？

・自治会・町内会長に推薦して
もらいましょう。

　（自治会・町内会についてのご不明点は、
各区役所の地域振興課にお問合せください）

・任期途中でも仲間入りできます！

スポ推になるには？

・各地域で活動するスポーツ推進委員の

推薦にご協力をお願いします。

・推薦人数は、地域の実情に応じて、自治会

活動に必要な人数をご推薦ください。

自治会・町内会長の皆様へ

地元のつながりができて

楽しいし、新しいことが

できます！

地域の情報が得られて、

いつも新鮮で

おもしろいですよ！

子どもの頃の体験は地域の

人々のおかげだと気づきま

した。地域への恩返しと

思っています！

詳しくは
こちらへ

令和６年10月発行

横浜市にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課
〒 2 3 1 - 0 0 0 5  横 浜 市 中 区 本 町 6 - 5 0 - 1 0 　  電 話 0 4 5 - 6 7 1 - 3 2 8 7 　 F A X  0 4 5 - 6 6 4 - 0 6 6 9



 

横浜市スポーツ推進委員の職務概要 

 

１  役割 

  スポーツ推進委員は、スポーツ基本法並びに横浜市スポーツ推進委員規則に基づき、横

浜市長から委嘱される非常勤公務員であり、本市スポーツ行政の推進者として重要な役割

を担います。また、特に活動の拠点を地域におき、地域住民と連携し地域に根ざしたスポ

ーツ・レクリエーション振興事業を展開していく役割を担っています。 

生涯スポーツ社会の実現のためには、住民が主体となった地域における新たな生涯スポ

ーツ振興のしくみづくりが求められており、その育成・支援についてもスポーツ推進委員

の活躍が期待されています。 

 

２ スポーツ推進委員の主な事業 

地地区（または自治会・町内会）を単位としたスポーツ事業の企画・実施・支援     

  (1) 地区運動会・レクリエーション大会・各種スポーツ教室等の企画実施 

(2) すべての市民（子ども・青少年・高齢者・障害者）へのスポーツの普及振興 

(3) 総合型地域スポーツクラブの育成・支援 

  (4) 文化・スポーツクラブへの参画 

  (5) その他、地域におけるスポーツ・レクリエーションの普及・振興に関する諸事業 

    の実施 

 

 区市のスポーツ事業への参画並びに協力                       

  (1) 区のスポーツ事業 

   ① 区民スポーツ大会・区民レクリエーション大会等 

   ② スポーツ・レクリエーションに関する研修事業 

   ③ その他、区で行うスポーツ事業 

  (2) 市のスポーツ事業 

   ① スポーツ推進委員大会・スポーツ推進委員研修会 

   ② 地域の指導者として必要な研修事業 

   ③ 横浜マラソン・ワールドトライアスロンシリーズ横浜大会等、市で行う 

スポーツ事業 

   ④ その他、横浜市で開催される国際競技大会等 

 

 裏面あり 



 

 

スポーツ基本法（抜粋） 

平成23年６月24日法律第78号 

（スポーツ推進委員） 

第三十二条 市町村の教育委員会（特定地方公共団体にあっては、その長）は、当該市町村

におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関

する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有す

る者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。 

２ スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則（特

定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則）の定めるところにより、スポーツの推

進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他 

スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。 

３ スポーツ推進委員は、非常勤とする。 

 

 

横浜市スポーツ推進委員規則（抜粋） 

平成 20年 3月 31日 

規則第 36号 

 (平 23 規則 74・改称 ) 

 （職務） 

第２条 委員は、市民のスポーツの振興のため、次に掲げる職務を行う。 

（１） スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整及び協力を行う  

こと。  

（２） スポーツの実技の指導及び助言を行うこと。  

（３） スポーツ活動の促進のための組織の育成及び拡充を図ること。  

（４） 前３号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導及び助言     

  を行うこと。  

  

【参考】 



 

【宛先】 
 
                地区スポーツ推進委員連絡協議会 
 
                委員 ・ 会長 

 
 

【差出人】 
 

         自治会／町内会 ・ 地区連合町内会 

 

                           

 
 

横浜市スポーツ推進委員推薦候補者の紹介について（依頼） 
 日頃から、自治会町内会活動に御協力いただき、ありがとうございます。 

 今年度末で満了するスポーツ推進委員の改選にあたり、次期スポーツ推進委員のご紹介をお願いし

ます。 
 

 

 

【候補者選出届】※太枠は必須事項です。 

 

 （フリガナ）  

 

   氏 名 
 

再任・新任の別 推薦日までの勤続年数（再任者のみ） 推薦年度の４月１日現在の年齢 

 

再任・新任 

 

  年   か月 
      歳 

住   所 電話番号 

 〒 

 

（自宅） 

（携帯） 

Ｅメール   

被紹介者（紹介を受ける者）の同意について（下の□にチェックを入れてください。） 
 

□ 紹介にあたり、被紹介者に説明を行い、被紹介者の同意を得ています。 
 

※横浜市個人情報の保護に関する条例に基づき、収集した個人情報は横浜市スポーツ推進委員連絡協議会及び

各区スポーツ推進委員連絡協議会に係る連絡調整に利用し、本人の同意なく利用目的以外には利用しません。 
※この紹介シートは、スポーツ推進委員候補者推薦書の代替として地域振興課へ御提出可能です。ただし、 
自治会・町内会長から御提出いただきますようお願いします。 



環境事業推進委員候補者推薦書 
 

令和   年  月  日 

資源循環局長 
（推薦者職氏名） 

 自治会町内会名                
 

 自治会町内会長名               
 連絡先（TEL）                  

 
 次の者を環境事業推進委員に推薦します。 

フリガナ  再任・新任の別 当初委嘱年月（再任者のみ）※） 

氏 名  再任・新任 平成・令和    年   月 

住   所 電話番号 

 〒 

     区 

（自宅・携帯） 

メールアドレス※   

 

フリガナ  再任・新任の別 当初委嘱年月（再任者のみ）※） 

氏 名  再任・新任 平成・令和    年   月 

住   所 電話番号 

 〒 

     区 

（自宅・携帯） 

メールアドレス※   

 

フリガナ  再任・新任の別 当初委嘱年月（再任者のみ）※） 

氏 名  再任・新任 平成・令和    年   月 

住   所 電話番号 

 〒 

     区 

（自宅・携帯） 

メールアドレス※   

 ※欄は任意です。 

 

 被推薦者（推薦を受ける者）の同意及び推薦内容の本人確認について 

 推薦をされる際には、被推薦者に説明を行い、ご本人の同意を得ていただきますようお
願いします。同意を得られましたら、以下のチェック欄に「レ点」をご記入ください。 

□ 推薦にあたり、氏名等推薦内容は、被推薦者の同意・確認を得ています。 

横浜市個人情報の保護に関する条例に基づき、収集した個人情報は、委員相互の連絡、委嘱委員所管課における共

有および連絡調整等に利用し、本人の同意なく利用目的以外には利用しません。 

 

 事務所記入欄 

受付日：令和 ７年  月   日、 入力日：令和 ７年  月   日、 W チェック：□  

受付者：                 、  委嘱予定日：令和 ７年 ４月 １日 



連絡協議会

環境事業推進委員は「環境にやさしい行動」の地域での推進役。

ごみの分別やリサイクル、エコなことに興味のある方を募集します。

環境事業推進委員
は

「GREEN LEADER」

集積場所で分別啓発

地域で啓発活動

地域で清掃活動

プラごみ削減キャンペーン

グ リ ー ン リ ー ダ ー

地域への情報発信（回覧など）

「GO GREEN」は「環境にやさしい行動をとる」という意味があります。2050年の脱炭素社会の実現に向け、市民・事
業者の皆様と共に、脱炭素・環境施策を推進するための合言葉です。脱炭素施策を始め、生物多様性、資源循環等、脱炭
素社会の実現につながる環境施策全般のスローガンです。



問合せ 資源循環局南事務所 ℡741‐3077 資源循環局街の美化推進課 ℡671-3817

環境事業推進委員とは…

どんな立場？
自治会町内会ごとにご推薦いただき、市長から委嘱する委員です。
それぞれの地域で、資源循環の取組(ごみ減量・資源化）、街の美化、脱炭素の推進

等を中心に、環境全般の事業を推進するボランティアリーダーです。

任期は？
令和７年４月１日～令和９年３月31日 (２年間)

活動は？
・ごみ集積場所での分別排出やごみ出しマナーの啓発
・地域清掃や美化キャンペーン
・地域イベント等での３Ｒ行動の啓発
・地域と行政機関との連絡調整や情報提供
自治会町内会内の活動と、地区・区ごとの活動があります。

脱炭素って？
今、地球上では、CO₂（二酸化炭素）などの温室効果ガスの増加が原因とみられる気

候変動・異常気象が起こっています。温室効果ガスの大半を占めるCO₂は、石油などの
化石燃料を燃やすと発生します。
脱炭素社会の実現に向けて、３Ｒの推進や省エネなど、CO₂排出量を減らす、「環境

にやさしい行動をとる (GO GREEN) 」取組みを、毎日の生活の中から進めましょう。

３Ｒ月間イベント

環境事業推進委員の地域活動にお役に立つよう、

以下の支援をしています。

〇研修会／参考資料の配布

・委嘱式時に研修会を実施

・毎年１回程度全体研修会を実施

・具体的な活動事例を紹介する手引の配付

・脱炭素や資源循環にかかる資料を配付

〇Web

・自身の学びや啓発活動に役立つ情報を掲載

○活動費の助成

・地区連合町内会単位に活動費を助成

研修会
活動の手引き

ウェブページ



保健活動推進員候補者推薦書 
令和   年  月  日 

南区長 
 
推薦依頼人数※可能な範囲でご推薦お願いします。 

 （推薦者職氏名） 

 自治会町内会名                
 

          自治会町内会長名         連絡先（TEL）          
        

フリガナ  再任・新任の別 当初委嘱年月（再任者のみ） 

氏 名  再任・新任 平成・令和    年   月 

住   所 満年齢（R7.4.1） 
 

電話番号 

 〒      区       （自宅・携帯） 

Ｅメール※   

※欄は任意です 

フリガナ  再任・新任の別 当初委嘱年月（再任者のみ） 

氏 名  再任・新任 平成・令和    年   月 

住   所 満年齢（R7.4.1） 
 

電話番号 

 〒      区       （自宅・携帯） 

Ｅメール※   

※欄は任意です 

フリガナ  再任・新任の別 当初委嘱年月（再任者のみ） 

氏 名  再任・新任 平成・令和    年   月 

住   所 満年齢（R7.4.1） 
 

電話番号 

 〒      区       （自宅・携帯） 

Ｅメール※   

※欄は任意です 

フリガナ  再任・新任の別 当初委嘱年月（再任者のみ） 

氏 名  再任・新任 平成・令和    年   月 

住   所 満年齢（R7.4.1） 
 

電話番号 

 〒      区       （自宅・携帯） 

Ｅメール※   

 ※欄は任意です 

被推薦者（推薦を受ける者）の同意及び推薦内容の本人確認について 

 推薦をされる際には、被推薦者に説明を行い、ご本人の同意を得ていただきますようお願い
します。同意を得られましたら、以下のチェック欄に「レ点」をご記入ください。 

□ 推薦にあたり、氏名等推薦内容は、被推薦者の同意・確認を得ています。 

 

 

 

 

横浜市個人情報の保護に関する条例に基づき、収集した個人情報は、委員相互の連絡、委嘱委員所管課における共

有および連絡調整等に利用し、本人の同意なく利用目的以外には利用しません。 



 

保健活動推進員は、地域の健康づくり活動の推進役として、区役所と協力しながら地域の健康づくり

の推進のために活動しています。現在、自治会町内会等の推薦により横浜市長から委嘱された約 3,700

人の保健活動推進員が活躍中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

活動内容 

(1) 健康づくり活動の企画・実践 

 【活動例】健康チェック、体力測定の実施、ウォーキングや体操教室の開催、禁煙や、健（検）診受   

  診のすすめなどの啓発活動 

(2) 区役所等の健康づくり事業への協力 

(3) 介護予防、高齢者支援や子育て支援など、地域の実状にあわせた活動の展開 

 【活動例】介護予防体操サロンの開催、保健活動推進員によるミニデイサービスの実施、赤ちゃん教 

  室の開催 

各区の保健活動推進員さんの活動の様子は、区のホームページで紹介されています。 

ぜひ、ご覧ください。 

 

任期等 

 ２年間（令和７年４月１日から令和９年３月 31 日まで）※ただし、再任を妨げません。 

 

推薦要件 

横浜市民で、次の要件を満たす方を要件としています。 

(1) 健康づくりに関心があり、地域で健康づくり活動を実施する意欲がある方 

(2) 任期の２年間を通して活動ができる方 

(3) 地域の各種団体・機関や住民と連携し、自主的に活動ができる方 

(4) 福祉保健センターが実施する健康づくり関係事業に、積極的に参画できる方 

(5) 委嘱時（令和７年４月１日現在）に、原則 78 歳未満の方 

 

活動保障 
 活動中や活動前後の移動途中でケガをした場合、相手にケガを負わせてしまった場合、器物を破損してしまった場合に備え、

社会福祉法人全国社会福祉協議会ボランティア活動保険、横浜市市民活動保険に横浜市が加入しています。 

 

個人情報の取扱いについて 
自治会町内会から区役所に提出いただく「推薦名簿」には、委嘱及び事務連絡のために必要な最小限の個人情報を記

載させていただきます。活動に必要な場合は、保健活動推進員会で、皆様のお名前と連絡先を記載した名簿を作成し、

会の中で配布することもあります。 

保健活動推進員について 



明るい選挙推進員候補者推薦書 
 

令和   年  月  日 

南区長 
 

（推薦者職氏名） 
 

 自治会町内会名                
 

 自治会町内会長名               
 

 連絡先（TEL）                  
 
 

 （フリガナ）  

 
   氏 名  

住   所 電話番号 

 〒 

 

（自宅） 

（携帯） 

期日前投票所 

立会人登録 
登録する  ・  登録しない 

メールアドレス※   

 

※欄は任意です 

 ※２名以上推薦いただける場合、別紙で名簿を添付いただくことも可能です。 

 ※期日前投票所立会人等についての詳細は、別紙をご参照ください。 

※活動時の写真をホームページなどに掲載させていただく場合があります。 

 

被推薦者（推薦を受ける者）の同意について 

推薦を  推薦をされる際には、被推薦者に説明を行い、同意を得ていただきますようお願いしま
す。同意を得られましたら、以下のチェック欄に「レ点」をご記入ください。 

 
□ 推薦にあたり、氏名等推薦内容は、被推薦者の同意・確認を得ています。 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市個人情報の保護に関する条例に基づき、収集した個人情報は、委員相互の連絡、委嘱委員所管課における共

有および連絡調整等に利用し、本人の同意なく利用目的以外には利用しません。 

 

 

 

 

 

 



南区明るい選挙推進員 活動概要 

 
１ 平常時 

（１）各種イベント運営のお手伝いをしていただきます。 

令和６年度は、みなみん（南公会堂）で開催された「南区明るい選挙映 

画会」において、ご応募いただいた推進員の方々に受付などを担当してい 

ただき、来場者に対し選挙啓発活動をしていただきました。 

  
  （２）選挙の啓発活動を展開していく為の研修等に参加していただきます。 

令和５年度は推進員の研修会として憲政記念館の見学会、令和６年度は 

選挙に係る講演会を行います。 

また、南区明るい選挙推進協議会事務局より年に３回発行している機関 

紙「明推協だより」を、推進員の方々へ郵送し、地域での日常の啓発活動 

に役立てていただいています。 

 

２ 選挙時 

 （１）選挙執行時に街頭啓発活動をしていただきます。 

令和４年７月に行われた参議院議員選挙では、南公会堂で行われた福祉 

保健課主催のイベントにおいて、投票日等が書かれたポケットティッシュ 

を配布し、投票参加を呼びかけていただきました。 

 
 （２）期日前投票所（南区役所及び南図書館）の投票立会人に従事していただ 

きます。 

    各選挙において、登録を希望された推進員の方々の中から、従事可能な

日程等を調整したうえで期日前投票立会人に従事していただいています。

詳細については別紙をご参照ください。 



別紙 

 

期日前投票 投票立会人 及び 

不在者投票 指定施設外部立会人の登録について 
 
南区選挙管理委員会では、期⽇前投票所の投票⽴会⼈、及び、不在者投票の指定施設外部

⽴会⼈を明るい選挙推進員の皆様の中から希望された⽅にお願いしています。 
改選にあたり、従事希望の⽅を登録させていただきます。登録された⽅については、各選

挙の際に⽇程調整のうえ、お願いをさせていただいております（希望者多数の場合は抽選を
⾏います）。内容についての詳細は、以下のとおりです。 
 

期日前投票 投票立会人 

業務 
内容 

期⽇前投票所において投票が公正に⾏われているか、事務が適正に⾏われている
かを⽴会確認します。 

期間 
選挙の公⽰(告⽰)の翌⽇〜投票⽇の前⽇ ※⼟⽇祝含む 
（南図書館は、選挙の種類によって異なります） 

 南区役所 南図書館 

従事 
時間 

午前８時１５分〜午後８時１５分 午前９時１５分〜午後８時１５分 

場所 

浦⾈町２−３３ 弘明寺町２６５−１ 

報酬 
横浜市⾮常勤特別職職員の報酬及び費⽤弁償に関する条例に基づき⽀給 
（令和６年４⽉現在：⽇額１１，０００円） 

注意 

1. お昼休憩等はありますが、途中交代はできません 
2. ⻑時間着席した状態での従事になります 
3. 昼⾷はご⾃⾝でのご⽤意をお願いします 
4. 当⽇は朱⾁を使う印鑑が必要です（スタンプ印不可） 

 

裏⾯あり  



 

 

不在者投票 指定施設外部立会人 

業務 
内容 

不在者投票を実施し、かつ、希望のあった施設の投票所において、投票が公正に
⾏われているか、事務が適正に⾏われているかを⽴会確認します。 

期間 選挙の公⽰（告⽰）の翌⽇〜投票⽇の前⽇の期間の中で、施設側の希望する⽇時 
場所 希望のあった施設（病院や⽼⼈ホームなど） 

報酬 
１，２８２円 １時間（１時間以内） （令和６年 10 ⽉現在） 
※施設によって従事時間は異なります 

注意 

1. 期⽇前投票⽴会⼈に登録された⽅に対し、個別にご都合をうかがわせてい
ただきます 

2. 投票⽤紙外封筒に署名をしていただきます（ゴム印不可） 
3. 当⽇は朱⾁を使う印鑑が必要です（スタンプ印不可） 

 
従事を希望される⽅は、推薦書の期⽇前投票所⽴会⼈登録欄の“登録する”に〇をつけてご

返信ください。選挙が近くなりましたら、登録された⽅には⽇程調整表等を送付し、こちら
で調整をさせていただきます。  
 希望者多数の場合は、⼈数や⽇程の関係上、すべての⽅にお願いできない場合もあります
ので、あらかじめご了承ください。また、出来るだけ多くの⽅にご従事いただけますよう、
基本的には⼀⼈⼀回とさせていただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

南区明るい選挙推進協議会 
（南区役所総務課統計選挙係） 

電話：３４１−１２２７ 
ＦＡＸ：２４１−１１５１ 



委嘱委員推薦手続きの申請方法 

１ 郵送の場合 

①  11月の配送便でお届けした「提出確認票」と「各委嘱委員推薦書」を記入 

②  記入した書類一式を同封した返信用封筒に入れて返送 

 

２ 電子申請システムの場合 

【スマートフォン等の場合】 

①  カメラモードにして、二次元バーコードを読み込む → 

 

または URL（https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/d2633939-

aaca-44ad-9ade-ab4a115fee0e/start）を検索 

② 申請フォームのページが表示されたら、順次回答 

 

【パソコンの場合】 

①  URL （ https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/d2633939-

aaca-44ad-9ade-ab4a115fee0e/start）を検索 

② 申請フォームのページが表示されたら、順次回答 

【Googleや Yahoo!などの検索サイトで「横浜市 電子申請」で検索する場合】 

「横浜市電子申請・届出システム」のトップページ 

 → 申請できる手続き一覧（ページ中段） 

 → 個人向け手続き 

 → キーワード検索で「委嘱委員推薦」と入力して検索 

 → 「【南区】委嘱委員推薦フォーム」をクリック。 

 ※南区をお選びくださいますようお願いします。 

 → 申請フォームのページが表示されたら、「次へ進む」で順次回答 
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https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/d2633939-aaca-44ad-9ade-ab4a115fee0e/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/d2633939-aaca-44ad-9ade-ab4a115fee0e/start


 

３ 区役所窓口で直接提出する場合 

①  南区役所地域振興課の窓口（６階 62番窓口）までご提出ください。 

 

お忙しいところお手数をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。 
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1

電⼦申請システムでの
委嘱委員推薦⼿続きについて

令和６年10⽉作成

（0）⼿続き画⾯を表⽰

①GoogleやYahoo!などの検索サイトで
「横浜市 電⼦申請」を検索

②横浜市電⼦申請システム トップページ
「申請できる⼿続き⼀覧」→「個⼈向け⼿続き」

① URLや⼆次元コードから直接サイトにアクセスする
または

③キーワード検索
「委嘱委員推薦」
※お住いの区のフォームをお選びください
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2

（1） 概要などを確認して「次へ進む」

2024年11⽉12⽇ 0時00分

2025年2⽉25⽇ 9時00分

（2）フォームにしたがって⼊⼒し
「次へ進む」
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3

（3）各委員の推薦者について⼊⼒する
• 推薦者がいる場合・・・① 推薦⼈数を選択する。

（⼈数に応じて回答項⽬が表⽰されます。）

①

②

①

• 推薦者がいる場合・・・② 委員⽒名など必要項⽬を⼊⼒し、「次へ進む」
（3）各委員の推薦者について⼊⼒する
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• 推薦者がいない、決まっていない、申請済みの場合
・・・「0⼈（推薦者の調整中）」「0⼈（今年度は推薦できない）」

「○○委員は申請済み」を選択し、「次へ進む」

（3）各委員の推薦者について⼊⼒する

①

②

①

（4）最終確認画⾯で内容を再確認して
「申請する」

①

②

※お名前の漢字などに間違いがないか、
今⼀度ご確認ください
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（5）申請番号をメモしておく
• 申請内容の確認には申請番号が必要になります。
お問い合わせの際には申請番号を職員にお伝え下さい。

※申請後、「電⼦申請システム」から申請内容の変更はできません。
申請内容に変更等があった場合には、各区所管課までご連絡ください。

（申請番号画⾯イメージ）
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よくある質問 

 

Q1. 全ての委員が決まっていないが、申請可能か。 

A1. 可能です。 

決まっていない委員については、推薦人数の項目で「0 人（推薦者の調整中）」

をお選びください。また、後日決まった際に申請いただく際には、申請済みの委

員については「○○委員は申請済み」を選択いただき、改めての入力は不要です。 

 

Q2. 入力できる人数の上限を超えて申請したい場合は、どうすればよいか。 

A2.  上限数以上の場合は複数回申請いただくか、紙の推薦書をご提出いただ

くようお願いいたします。 

複数回申請いただく際には、Q1 と同様に、申請済みの委員については「○○

委員は申請済み」を選択いただき、改めての入力は不要です。 

 

Q3. 入力内容を間違えて申請してしまったが、どうすればよいか。 

A3. お手数ですが、各区所管課までご連絡ください。 

 

Q4. 推薦者がいない委員についてはどうしたらよいか。 

A4.  推薦人数の項目で「0人（今年度は推薦できない）」をお選びください。 
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